
平成１３年度当初予算 基本事務事業目的評価表

［基本事務事業名］（１０３）隣保事業推進事業費
［評価年月日］ 平成１２年１１月１４日
［主担当部課名］ 生活部 同和課
［記入課名・課長名・電話］ 同和課長 長田 芳樹 ０５９－２２４－２２９３

１ 総合計画の政策体系上の位置づけ
政策 ：（ －１）人権の尊重Ⅰ
施策 ：（ ２ ）同和対策の推進
総合計画の目標項目 ：生活状況
波及効果・副次的効果を及ぼすと考えられる施策 ：人権施策の総合推進

２ 基本事務事業を巡る環境変化（過去、現状、将来）
３０年にわたる特別対策事業の展開により、同和地域と周辺地域の住民に意識格差が生じてきてい
る。住民交流を促進し、隣保館を周辺地域を含んだ開かれたコミュニティセンターとしての役割を果
たす必要がある。

３ 基本事務事業の目的と成果
3-(1) 対象と意図（何をどういう状態にしたいのか）
同和地区住民及び周辺地域住民に対して、生活の社会的、経済的、文化的向上を図る。

3-(2) 成果指標名・成果指標式（総合計画の目標項目には＊を付す）
定期的に行われる県民意識調査に基づき、理解率を測定する。
②変更した場合の成果指標名・成果指標式

3-(3) 設定した成果指標に関する説明（指標動向に影響する要因、指標の有用性、設定の理由など）
啓発推進度が指標化できないため、上記代替指標とする。

3-(4) 結果（施策における2010年度の目標）
部落差別を解消し、同和地区住民の基本的人権が保障された、人権が尊重される差別のない社会を
実現する。

４ 基本事務事業の評価
4-(1) 前年度（H1１年度）における基本事務事業の結果評価
①前年度に行った内容と成果
「隣保館事業費補助金 「隣保館運営費補助金 「生活相談員設置費補助金」等の補助事業の実」 」
施により、各隣保館で活発な事業展開がなされた。

②前年度に残った課題
隣保館活動のより一層の活発化。

4-(2)本年度(1２年度)における基本事務事業の見込み評価
①本年度行っている内容と本年度終了時に見込まれる成果
補助事業メニューの による相談事業等の充実。PR
２級ホームヘルパー研修の実施に伴う介護相談機能等の充実

②本年度残ると思われる課題
周辺地域も含めた人権啓発等の拠点施設としての機能の充実

５ 基本事務事業の改革方向
地域それぞれのニーズにあった事業展開を市町村と協議しながら推進していく。
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６ 成果指標値及びコスト等の推移

成果指標値 総合計画 予算額等 必要概算（千円）

目 標 実 績 目標数値 所要時間 コスト（時間） （千円）

前々年度 ３９５，３７４
(H10年度) ５０ ２，９４６ ４０７，６９０

前年度 ４１８，９９０
(H11年度) ６０ ３，１０７ ４３１，８８７

本年度 ４０９，８６３
(H12年度) ６０ ３，１０７ ４２２，８８１

本年度補正後 + or( ▲) + or( ▲)

(H12年度) + or( ▲) ▲

翌年度 ４２０，６５６
(H13年度) ６０ ３，１０７ ４３３，６７４

計画目標年次
(H 年度) １００
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８ 基本事務事業を構成する事務事業の詳細
※ 新規事務事業には、事務事業名に（新）を付す

事務事業名 １３年度 予算額 １３年度 所要時間
（担当課） 成果指標名 事務事業の概要 予算額 前年度比 所要時間 前年度比

（千円） （±千円） （時間） （±時間）

隣保館運営費等補助金 隣保事業の周知度 市町村が設置している隣保館における相談・同和問題等啓 345,875 12,539 1,174 0
・隣保事業推進事務費 発事業にかかる国補事業として隣保館事業の推進を図る。
（同和課）

隣保館事業費等補助金 隣保事業の周知度 市町村が設置している隣保館における相談・同和問題等啓 52,222 0 818 0
（同和課） 発事業にかかる国補事業の補完事業として県費補助 １／２（ ）

を行う。

生活相談員設置費補助 生活相談員利用度 市町村が任命した生活相談員における相談業務の充実を図 △14,688 1,017 377 0
金（同和課） るため、生活相談員にかかる人件費の補助並びに生活相談員

の研修等を行う。

三重県隣保館連絡協議 隣保事業の周知度 三重県隣保館連絡協議会の事務費を補助する。 1,835 0 50 0
会補助金（同和課）

青少年等福祉対策事業 備品等整備達成度 隣保館、集会所等における青少年の健全育成及び高齢者の △6,036 729 688 0
補助金（同和課） 文化教養活動に必要な設備・備品の設置、小遊園地への遊具

の設置並びに情報機器の設置に要する経費の補助。


